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 2026（令和 8）年度事業計画書  

 

公益財団法人日本医療総合研究所 

2026（令和 8）年 3 月 7 日 

第 48 回定例理事会決定 

 

１．事業の目的と基本方針 

 厚生労働省の医療経済実態調査によると、国公立や民間を含めた一般病院の約 6 割が 2024 年度

に赤字だったことが明らかになりました。全国の大学病院でも「本来の機能の維持が困難」であ

り、「このままでは病院閉鎖による地域医療崩壊となり国民の健康や福祉に影響が出る」事態と

なっています。主要な収入源の診療報酬が物価高騰や賃上げに対して低いことが背景にあり、病

院団体等の関係者が共通に求めているのは、物価高騰や賃上げを踏まえた診療報酬の改定です。

病院経営を取り巻く危機的な状況を解消するために、緊急の財政支援や入院料の引き上げ等を国

に要望しています。 

 2026 年度の事業を推進するにあたっては、これまでの事業運営における実績と教訓を踏まえ、

令和 7 年 4 月施行の公益認定法改正および新公益会計基準への対応を図りながら、引き続き最善

の事業運営を目指します。「2026 年度事業計画」は定款に基づいて、誰もが質の良い、安全で安

心できる保健・医療・介護・福祉を享受できる社会の形成に寄与することを目的として、保健・

医療・介護・福祉に関する調査・研究、集会及び日本医療労働会館の運営に関する事業等を計画

します。 

 入居団体との事業推進に関する合意に基づき、調査・研究、セミナー等に関して各団体と有機

的な連携をさらに強めることにより、財団の存在意義への理解を促進するとともに、財団の事業

目的の効果的な達成を図ります。 

 各事業の目的とする最終的な受益者は、保健・医療・介護・福祉の対象となる市民一般であり、

財団として、①保健・医療・介護・福祉に関する調査研究、②保健・医療・介護・福祉に関する

講座・セミナー・シンポジウム・研修会・研究集会等、③定期刊行物の発行その他の出版活動、

④日本医療労働会館の管理運営、⑤保健・医療・介護・福祉に関する研究に対する助成、⑥当財

団の目的と同様の目的の事業を行う関係団体に対する支援及び連携、⑦大規模震災時における一

時避難・救援場所の提供、⑧地域の町内会・自治会・老人会等への協力を行っていきます。 

 

２．「調査研究」事業について 

（1）誰もが質の良い、安全で安心できる保健・医療・介護・福祉を享受できる社会の形成に寄与

するため、保健・医療・介護・福祉に関する調査研究を進めます。「医療動向モニタリング小

委員会」を設置し、①税・社会保障改革に関する動向、②医療保険改革と医療提供体制の再編

に関する動向、③介護保険制度・介護報酬改定の動向、④国民健康保険をめぐる動向、⑤医師

養成をめぐる動向、⑥健康・医療の産業化をめぐる動向、⑦医療労働・医療労働組合をめぐる

動向などをモニターします。 
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（2）「研究・研修委員会」に「災害と地域医療の研究部会」、「介護保障のあり方に関する研究

部会」、その他課題ごとかつ必要に応じて研究部会を設置するとともに、調査研究活動と政策

提言を行います。他の研究団体、職能団体等と連携し、公益目的事業にふさわしい調査研究活

動を進めます。 

 

３．「医療研究全国集会」事業について 

（1）第 53 回医療研究全国集会 in 茨城（2026 年 6 月 27 日・28 日）を開催し、保健・医療・介

護・福祉についての専門的知識の普及とサービスの向上をはかります。「国民と広く共同し、

患者・利用者・地域住民と医療・介護・福祉労働者の人権・いのちの尊厳を守ろう」をメインス

ローガンに掲げ、記念講演、基調フォーラム、分科会などを計画します。集会は、日本医療労働組合

連合会との間で「医療研究全国集会組織委員会」を設置し、多くの団体の後援・協賛を得て、

医療関係者・患者・地域住民・研究者など、幅広い参加をめざします。 

（2）今後の医療研究全国集会のあり方について、引き続き日本医労連との協議をすすめます。 

 

４．「講座・セミナー・シンポジウム・研修会・研究集会」事業について 

（1）保健・医療・介護・福祉の分野の関係者向けに保健・医療・介護・福祉についての専門的知

識を普及し、サービスの向上をはかること、また、一般市民や学生向けに知識の普及啓発をは

かるため、講座・セミナー等を開催します。 

（2）「研究報告会 2026」、「医療・介護フォーラム 2026」など、講座・セミナー等の開催を検

討します。 

 

５．「出版」事業について 

定期刊行物『国民医療』を発行し、普及します。編集は、研究・研修委員会の「国民医療」編集部

会（常設）が担当します。その他、財団の研究活動の成果など、保健・医療・介護・福祉サービスの

向上に資する出版物の発行に向けた準備を進めます。調査研究活動の報告、研究者・専門家の論文、

賛助会員からの寄稿などの提供を行います。 

 

６．「日本医療労働会館の管理運営」事業について 

 事務所スペースを貸与している当財団の目的と同様の目的の事業を行う関係団体の活動が円滑

に行えるよう「会館管理委員会」を通じて、適切な会館管理・運営を行います。長期修繕計画に

基づき、日本医療労働会館の設備等の改修をすすめます。大規模震災時には、地域の町内会・自

治会・老人会をはじめとする避難者の一時避難・救護場所として会館を一般に開放します。 

 

７．「研究に対する助成」事業について 

 誰もが質の良い、安全で安心できる保健・医療・介護・福祉を享受できる社会の形成に寄与するた

め、保健・医療・介護・福祉に関する学術研究の促進を図ります。研究に対する助成事業（非応募型）

を実施します。助成対象は共同研究及び個人研究とし、予算の範囲内で助成を検討します。選考は「研
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究・研修委員会」で行います。 

 

８．関係団体に対する支援及び連携事業 

（1）当財団の目的と同様の目的の事業を行う関係団体に対する支援及び連携に努めます。労働団

体及び中央社会保障推進協議会への事務スペースの貸与を行います。 

（2）2026 年 11 月 3 日開催予定の「第 29 回国民の医薬シンポジウム」や 2026 年 10 月 3 日～4

日に広島県で開催される「第 18 回地方自治研究全国集会」の成功に向けて､実行委員会へ参加

します。 

（3）その他、入居団体（その傘下団体を含む。）等の行う調査研究、セミナー等への協力を通し

て、財団の存在意義への理解を促進するとともに、財団の調査研究の成果を広く社会に広めて

いきます。また、入居団体・医療研組織委員会に対して、財団の賛助会員の拡大等による財政

基盤の強化への協力を要請していきます。 

（4）入居団体と研修・研究委員会の連携を強めるとともに、調査研究活動を行っている他の民間

シンクタンクとの連携により、大衆運動と調査研究・政策提言の有機的相乗効果による保健・医

療・介護・福祉の改革を効果的に実現していく方法を探っていきます。 

 （5）コロナ禍において、必要な医療が提供されなかった実態並びに地方自治体、医療機関及び

福祉関係者の果たした役割と困難について把握・調査し、医療・公衆衛生の法制度・政策の問

題点を明らかにした上での対応策の提言をとりとめることを目的に 2024 年 7 月 6 日に発足し

た「新型コロナウイルス感染症対策検証・研究会」に参画し、事例調査チームの事務局を担う

などの支援・連携を行います。 

 

９．財団運営について 

（1）財団の円滑な執行を図るため、規定に基づき理事会、評議員会を開催します。 

（2）「研究・研修委員会」及び「医療動向モニタリング小委員会」を概ね年 5 回、「会館管理委

員会」を概ね年 3 回開催し、事業を進めます。事務局会議を原則として月 1 回以上開催し、円

滑な財団運営に努めます。 

（3）医療研究全国集会をはじめ講座・セミナー・シンポジウム・研修会の参加者等へ働きかけを行

うなど、賛助会員の拡大に努めます。 

（4）ホームページをリニューアルして活用し、財団の情報を広く明らかにしていきます。 

（5）財団職員の勤務内容の一層の充実・改善と勤務体制の整備を図るとともに、賃金・労働条件・

福利厚生等の改善を図ります。就業規則・諸規程を遵守し、引き続き円滑な財団運営業務、健

全な勤務状況確立に努力します。 

（6）定期的な学習と見直し・点検をとおした公益法人制度の遵守と内部統制システムの運用によ

り、コンプライアンスとリスク管理について、安全かつ健全な財団運営に努めます。日本医療

労働会館の入居団体にも広く呼び掛け、10 月に「マイナンバー・個人情報保護学習会」を開催

します。また、役職員のスキルアップのため、社会保障関係の研修会も実施します。 

以 上 
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